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「名古屋市犯罪抑止対策 2023～犯罪に強いまちづくりをめざして～」

の策定について 

内 

容 

刑法犯認知件数が前年より増加し、市民の犯罪被害への不安は解消されていない

ことから、引き続き犯罪抑止対策に取り組み、犯罪に強いまちづくりを目指すため、

みだしの対策を策定しました。 

 

１ 現状 

名古屋市では、平成 24 年度より「名古屋市犯罪抑止対策」を策定し、地域団体

や警察と連携した取組を推進してきました。その結果、刑法犯認知件数は対策を策

定する前の平成 23 年と比較すると約 60％減少いたしました。 

しかし、令和 4年は、刑法犯において認知件数、犯罪率とも前年に比べて増加し、

また、いずれも政令指定都市ワースト 2位となりました。住宅対象侵入盗と自動車

盗の認知件数については政令指定都市ワースト 1位でした。 

また、特殊詐欺については、認知件数、実質被害総額ともに大幅に増加しました。 

 
２ 推進目標及び取組方針 

推進目標を「刑法犯認知件数を減少させ、犯罪率において政令指定都市ワースト

3 位からの脱却を目指す」とし、認知件数が多く、市民生活に大きな不安を与えて

いる、住宅対象侵入盗、自動車盗、特殊詐欺、自転車盗、子ども及び女性を対象と

した犯罪を重点犯罪に指定して抑止対策に取り組み、市民が安心して暮らせる名古

屋の実現につなげます。 

 

３ 見直した項目 

・重点犯罪対策の区分 

   自転車盗と、子ども及び女性を対象とした犯罪を追加 

 

４ 対策の体系 

（１）基本対策 

・防犯意識の高揚 

地域のネットワーク等を活用した防犯情報の提供や防犯キャンペーン等に

より、市民の防犯意識の高揚を図ります。 

 

・地域の防犯力の向上 

地域の防犯団体等に対する活動支援や絆づくりなどにより、地域全体で犯罪

を抑制する土壌づくりを進めます。 

 



内 

容 

 

（２）重点犯罪対策 

住宅対象侵入盗、自動車盗、特殊詐欺、自転車盗、子ども及び女性を対象と

した犯罪を重点犯罪として対策に取り組みます。 

 

・共通対策 

  地域団体が行う防犯カメラの設置助成を継続しつつ、AI による犯罪予測を用

いた防犯パトロール支援アプリを活用し、地域における防犯活動を推進しま

す。 

 

・住宅対象侵入盗対策 

防犯市民講座において補助錠の取付け実演を通じ、被害防止対策の啓発を実

施するとともに、住宅関連事業者と連携して、ＣＰ建物部品※等の防犯製品の

普及促進を図ります。 
※ＣＰ建物部品：一定の防犯性能があると評価された、錠、ガラス、ドア、サッシ、 

シャッター等の製品 

 

・自動車盗対策 

レクサス、プリウス、ランドクルーザー等、被害多発車種に対する啓発活

動の強化を図るとともに、防犯市民講座においてハンドルロック及び警報装

置の実演を通じた啓発を実施します。 
 

・特殊詐欺対策 

  AIを活用した特殊詐欺対策装置による被害防止対策を警察と連携して実施す

るほか、家族や地域での見守り活動による被害防止対策を推進します。 

 

・自転車盗 

  ５月及び 11 月の各 26 日を自転車盗難防止「ツーロックの日」とし、ワイヤ

ーロックを配布しツーロックを呼び掛けるほか、自転車の安全利用イベント等

において自転車盗難防止の啓発を実施します。 

 

・子ども及び女性を対象とした犯罪 

  連れ去り防止標語「いかのおすし」「つみきおに」の指導を実施するほか、民

間企業と連携し、女性を対象とした犯罪についての情報提供、啓発を実施する。 

 

（３）各区重点対策 

各区においては、別添資料のとおり犯罪実態に即して重点的な対策を実施し

ます。 

備 

考 

本件は、本日市政記者クラブへ資料提供をします。 

 

 
（市民生活部地域安全推進課 内線 3128） 



率（※）は 737 件で前年に比べ 57 件（8.4%）の増加となった。※ 人口 10 万人あたりの認知件数 

 

(2) 体感治安 

令和３年度に実施した名古

屋市ネットモニターアンケー

トでは、約６割の人が「犯罪被

害への不安を感じる」と回答し

ており、未だ十分な安心感は得

られていない。 
 

  刑法犯認知件数が前年より増加し、犯罪率は政令指定都市ワースト２位である。また、市民生活の

不安は解消されていないことから、犯罪抑止対策を推進し、犯罪を減少させ、体感治安の向上を図る。 

 認知件数が多いことや、市民生活に大きな不安を与えている、住宅対象侵入盗、自動車盗、特殊詐

欺、自転車盗、子ども及び女性を対象とした犯罪を重点犯罪に指定して対策を推進していく。 

※（ ）書きは令和 4年中の認知件数 

施策名 概要 

・ 各種メディアを活用した広報やキャンペーン、防犯講座等による啓発活動を実

施する。 

・ 地域のネットワーク等を活用し、防犯情報を提供する。 

・ 学校等と連携した子どもの安全を守る取り組みを推進する。 

・ 防犯団体等に対する活動を支援する。 

共通 

・ 防犯カメラの新規設置・更新や防犯灯ＬＥＤ化等に対し助成する。また、防犯カメ

ラ設置の際は、犯罪抑止効果のある防犯プレートの設置促進を図るとともに、設置場

所の選定について警察に助言を依頼する。 

・ ＡＩによる犯罪予測を用いた防犯パトロール活動支援アプリを活用し、地域におけ

る防犯活動を推進する。 

・ 犯罪多発地域において、青色回転灯装備車による防犯パトロールを実施する。 

住宅対象 

侵入盗 

・ 防犯市民講座において補助錠の取付け実演を通じ、被害防止対策の啓発を実施する

とともに、住宅関連事業者と連携して、ＣＰ建物部品（注）等の防犯製品の普及促進

を図る。 

・ 防犯関係機関と連携し、多発地域において補助錠等の対策グッズの配布等により、

対策強化を図る。 

・ 市営住宅等のエレベーター内に防犯カメラを要望に基づき設置する。 

自動車盗 

・ 被害多発車種に対する啓発活動の強化を図るとともに、防犯市民講座においてハン

ドルロックの実演を通じた啓発を実施する。 

・ 市内自動車販売店等と協力し、自動車利用者に対してチラシ等を用いた啓発を実施

する。 

・ 市営住宅駐車場について、周囲からの見通しが確保された配置・構造にするととも

に、人の行動が視認できる程度以上の照度を確保する。 

特殊詐欺 

・ 詐欺の手口や対策について、各種広報媒体の活用や関係機関等との連携による迅速

な情報提供と注意喚起を実施する。 

・ ＡＩを活用した特殊詐欺対策装置による被害防止対策を実施する。 

・ 留守番電話の常時設定や自動録音警告機等の対策装置の設置を呼びかけるととも

に、家族や地域での見守り活動による被害防止対策を推進する。 

自転車盗 

・ ５月及び 11 月の各 26 日を自転車盗難防止「ツーロックの日」とし、ワイヤーロッ

クの配布などにより、ツーロックを呼び掛ける。 

・ 自転車の安全利用イベント等で自転車盗難防止の啓発を実施する。 

・ 市営自転車駐車場において管理人等による巡回を行うほか、防犯カメラの設置等を

行う。 

子ども及び

女性を対象

・ 「なごやっ子あんしんメール」を用い、保護者に対し不審者情報の提供や注意喚起

を実施する。 

・ 学校・園での防犯教室の開催や、保育所等入所児童への連れ去り防止標語「いかの

刑法犯認知件数を減少させ、犯罪率において政令指定都市ワースト３位
からの脱却を目指す 

自動車盗 
（394 件） 

 

特殊詐欺 
（587 件） 

 

子ども及び女性を対象とした犯罪 自転車盗 
（4,087 件） 

 

 ※ 政令指定都市中の犯罪率ワースト順位 



 昨年の刑法犯認知件数は 966 件で、前年に比べ 10.0％の減少となった。 

 重点犯罪の特殊詐欺については、39 件で前年に比べ件数は 25％減少した。一方で、実質

被害総額は、市内で唯一１億円を上回り、前年に比べ約 1.5 倍となり、引き続き市内ワース

ト１位となった。住宅対象侵入盗については 23 件で前年に比べ２件増加、自動車盗につい

ては 16 件で前年に比べ４件増加した。自転車盗は 204 件で前年に比べ 15 件減少したが、刑

法犯のうち 21.1%と大きな割合を占めている。 

特殊詐欺については、警察と連携し、高齢者が多く集まる機会を捉えて多発している手口

や対策について直接訴えかけるほか、高齢者福祉相談員の訪問活動の際にチラシを配布する

など、効果的な啓発を実施する。また、被害発生地域での青色回転灯装備車によるパトロー

ル・広報を実施する。 

住宅対象侵入盗及び自動車盗については、多発地域において、地域や警察と連携した啓発

活動を実施するほか、青色回転灯装備車によるパトロール・広報を実施する。 

区内で最も認知件数が多い自転車盗については、商業施設駐輪場等自転車利用者が多く集

まる場所での啓発活動を実施するほか、区内の大学・高校において学生・生徒に向けた啓発

活動を実施する。 

昨年の刑法犯総数は 783 件で、前年に比べ 17.7%の増加となった。重点犯罪の特殊詐欺に
ついては、29 件で前年に比べ 26.1%増加し、実質被害総額も約 2,400 万円の増加となった。
また、侵入盗については 24 件で前年に比べ 26.3%の増加となった。さらに、自転車盗につい
ては 273 件で前年に比べ 31.9%の増加となり、刑法犯のうち 34.9%と大きな割合を占めてい

特殊詐欺については、東警察署と協力し、偶数月の年金支給日に銀行や商業施設のＡＴМ

にて被害防止キャンペーンを実施する。また、パトネットあいちによる被害情報をもとに、

被害発生時には区役所の庁内放送や広報車による広報活動を実施する。さらに、特殊詐欺被

害広報用アニメ（区役所作成）を区役所１階行政情報モニターで放送し、来庁者へ被害事例

子ども及び女性を対象とした犯罪と侵入盗については、地域による防犯カメラ・防犯灯設

置を促進するとともに、被害発生時には青色回転灯車によるパトロール活動を行う。 

自転車盗については、ツーロックの日を中心に商業施設の駐輪場にて自転車利用者へワイ

ヤーロックを配布するなど、自転車盗被害防止を呼びかける。 

 昨年の刑法犯認知件数は 1,022 件で、前年に比べ 0.6％の減少となった。重点犯罪につい

ては、自転車盗は前年に比べ増加したが、自動車盗及び住宅対象侵入盗は減少となった。し

かし住宅対象侵入盗は市内で４番目に多く発生している。特殊詐欺については 35 件で前年

に比べ増減なしだったが、被害金額は約 2,000 万円の増加となった。 

 特殊詐欺については、警察署と連携し高齢者が集まる場において詐欺の手口や対策等被害

防止の講話を実施するとともに、年金支給日に被害防止の啓発活動を行い、注意を呼びかけ

西区 

高止まりの状況である。 
特殊詐欺については、前年比 11 件の増加となった。還付金詐欺は、前年比３件減少し 10

件となったが、依然高止まりの状況である。 
【対策】 

刑法犯認知件数の中で最も多い自転車盗対策については、区独自に策定した、毎月 24 日

の「西区自転車安全利用の日」において、区内関係機関や大規模商業施設等と連携し、自転

車盗難防止等について啓発を行うほか、区役所・支所内の駐輪場においてワイヤーロックを

配布し、ツーロックの徹底を呼びかける。 

住宅対象侵入盗及び自動車盗対策については、犯罪対策重点学区に防犯診断士を派遣し、

防犯セミナーや該当地域への防犯診断を兼ねた防犯パトロールを実施する。 

特に自動車盗対策については、局と連携し、販売店を通じ所有者への啓発を行う。 

特殊詐欺対策については、区独自の施策として、引き続き、防犯講座（特殊詐欺）を受講

し、事業に協力をいただける先着 100 人に簡易型自動録音機を配付し、意見・効果を集約し、

今後の詐欺被害対策等に活用する事業を実施するとともに、警察署はじめ区内関係機関等と

連携しキャンペーンを実施し、各種詐欺の手口や対策の周知など、被害防止を呼びかける。

また、区独自に定めた、毎週月曜日の「西区防犯の日」を中心に、青色回転灯装備車を所

有する地域・団体と協働し、防犯活動を実施する。 

中村区 

【現状】 

 昨年の刑法犯認知件数は 1,793 件で、前年に比べ 40 件（前年比＋2.3％）の増加となった。

住宅対象侵入盗については、被害件数は減少したが、特殊詐欺については、市内で最も多

く発生し、被害件数は 47 件で 27 件（前年比＋135.0％）増加し、実質被害総額は約２倍の

約 6,400 万円となった。また、自転車盗については、被害件数は 453 件で 54 件（前年比＋

14.0％）の増加となり、引き続き市内で２番目に多く発生している。 

【対策】 

 特殊詐欺については、中村警察署と連携し、金融機関窓口での被害防止キャンペーンを実

施する。さらに、高齢者が集まる場において、詐欺の手口や対策等の被害防止講話を実施し、

注意を呼び掛ける。 

自転車盗については、被害が多発する駅での啓発活動を実施するとともに、ワイヤーロッ

クを配布し、ツーロックの徹底を呼び掛ける。  

また、住宅対象侵入盗については、青色回転灯装備車での注意喚起を定期的に行うととも

に、被害が発生した学区を対象に実践的な対策講座を開催する。 

中区 

【現状】 

昨年の刑法犯認知件数は 2,815 件で、前年に比べて 188 件の増加（前年比＋7.2％）し、

自転車盗（827 件）、ひったくり（３件）などは市内で最も多い被害となり、刑法犯総数も

市内で最も多かった。 

特殊詐欺については、28 件の発生で前年に比べると２件減少しているが、実質被害総額は

増加している。 

【対策】 

 地域や警察と連携しパトロールや啓発活動を実施し、防犯意識の高揚に努めるとともに、

青色回転灯装備車によるパトロール、広報で注意喚起を促す。 



加、被害額では約 9,600 万円で前年に比べ約 4,700 万円の増加となった。 

 毎月第３木曜日の「昭和区防犯の日」を中心に防犯パトロールを実施するとともに、防犯

ボランティア団体である昭和ウォッチングなど、地域住民と連携した啓発活動により防犯意

識の高揚を図る。 

 増加が著しい自転車盗については、昭和警察署や地域住民と連携してカギかけの徹底を呼

びかけるとともに、被害多発地域を中心に青色回転灯装備車による巡回を実施し、注意喚起

 また、特殊詐欺については、引き続き、昭和警察署、金融機関、高齢者と関わる地域団体

と連携して、被害に遭いやすい高齢者を対象とした啓発活動を実施し、キャッシュカード詐

欺盗や架空料金請求など、変遷する手口に合わせた注意喚起に努めることにより、被害件数

および被害額の減少を目指す。 

 昨年の刑法犯認知件数は、９年連続 16 区の中で一番少ない 438 件で、前年に比べ 36 件

（前年比＋8.9％）の増加となった。 

重点犯罪の特殊詐欺については 38 件で前年に比べ６件（前年比＋18％）増加しているが、

実質被害総額はわずかであるが減少している。 

侵入盗は 38 件で前年に比べ、倍以上の増加となった。一方、車上ねらいは大幅に減少し

 特殊詐欺については、瑞穂警察署と協力して、区役所内に啓発メッセージを印刷した椅子

カバーを設置し、啓発を行ったり、ＤＶＤを流したりするなど犯罪防止のための積極的な広

報を行っていく。  

また、侵入盗については、被害が多発（発生）した学区を対象に、地域団体や警察署と連

携し啓発品を配布するとともに、ジョギングパトロールを推進するなど、被害防止対策を呼

昨年の刑法犯認知件数は 611 件で、前年に比べ 19.6％の増加となった。重点犯罪について

は、自動車盗は減少したが、住宅対策侵入盗、特殊詐欺及び自転車盗はそれぞれ増加した。 

特に特殊詐欺は、10 件増加し（前年比＋90.9％）実質被害総額は 2,000 万円以上増加し

特殊詐欺については、給食会やサロン等の高齢者が集まる機会やケアマネージャー研修等

中川区 

た。なかでも特殊詐欺については、47 件で前年に比べ 30.6％増加し、名古屋市内で最も多

い被害となった。住宅対象侵入盗は一部の地域で多発したことにより、31 件で前年に比べ

14.8％の増加となった。 

【対策】 

区内の特殊詐欺については昨年後半から大幅に増加傾向にあるため、区役所庁舎放送、行

政広告モニター、広報なごや及びツイッターを利用し、特殊詐欺に対する注意喚起を実施す

る。また、中川警察署および各機関と連携し、被害多発地域に限らず、高齢者をはじめとし

た多くの人が集まる機会をとらえて啓発活動、講話および講習などを組み合わせて効果的に

実施する。これにより特殊詐欺認知件数及び特殊詐欺実質被害総額の減少を目指す。 

住宅対象侵入盗、自動車盗の増加は、同じ地域で集中して発生する傾向があると考えられ

るため、年４回学区ごとに提供している住宅対象侵入盗、自動車盗の発生状況を各地域の地

図に記載した「犯罪注意マップ」を活用して、犯罪多発地域で効果的な啓発活動を実施する。

また、多発地域で重点的にＡＩアプリを活用した青色防犯灯装備車による防犯パトロールを

実施して防犯意識を高め、住宅対象侵入盗、自動車盗の認知件数の減少を目指す。 

港区 

【現状】 

 昨年の刑法犯認知件数は 1,326 件で、前年に比べ 31 件、2.4％とわずかな増加となった。

名古屋市が重点犯罪として定めている犯罪のうち、住宅対象侵入盗については減少したが、

自動車盗、自転車盗及び特殊詐欺については、すべて増加した。 

【対策】 

 事業者・行政機関等で構成する港区犯罪抑止対策専門部会において、犯罪情勢に応じた抑

止対策を協議する。 

 特殊詐欺については、港区役所職員による『みなと「安・安」演劇部』の防犯講話を通じ

て啓発活動を行う。また、警察や郵便局等と連携して特殊詐欺被害防止キャンペーンを実施

し、被害防止を呼び掛ける。 

 住宅対象侵入盗及び自動車盗（自動車関連窃盗）については、被害が多発した地域の「犯

罪発生マップ」を作成し、被害の実態や対策について、地域住民への周知を図る。 

名古屋市公式ＬＩＮＥによる区内の犯罪情報の随時発信や青色回転灯装備車によるパト

ロールを実施し、地域住民への注意喚起を行う。 

南区 

【現状】 

昨年の刑法犯認知件数は 1,020 件で、前年比 240 件増加(＋30.8％)した。 

特殊詐欺は、26 件と前年比１件減少(－3.7％)したものの、実質被害総額は約 6,700 万円

と前年比約 1,700 万円増加(＋32.9％)した。住宅対象侵入盗は、20 件と前年比 12 件増加(＋

150.0％)した。自転車盗は、200 件と前年比９件増加(＋4.7％)した。 

【対策】 

 特殊詐欺については、主に高齢者に照準を定め、南警察署や区内金融機関、地域などと連

携し、キャンペーンや防犯講話などで啓発品やチラシを配布するほか、被害防止機能付き電

話機の普及促進などをして、区民の意識啓発を図る。 

住宅対象侵入盗については、補助錠などの啓発品やチラシをキャンペーンで配布するなど



特殊詐欺の件数（注１）が増加している。 

 被害が増加している自動車盗については、窓を閉め確実な施錠を行い、車内に物を置かな

いようにするとともに、ガレージや防犯カメラ、センサーを設置するなど駐車場の安全対策

を行うよう呼びかける。また、警報機、ハンドル固定装置、タイヤロック、ナンバープレー

ト盗難防止ネジなど複数の盗難防止対策を行うよう呼びかける。これに関する啓発ちらし等

を配布し、啓発推進を図る。 

また、自転車盗を防止するため、少しの時間でも必ずカギをかけ、防犯登録やツーロック

の推進啓発を図る。 

 また、特殊詐欺については、警察とも連携し、多様化する特殊詐欺の手口をふまえた防犯

講座の実施やちらし・啓発品を配布し、犯罪被害の防止の取り組みを行う。 

その他の罪種についても、被害実態に応じて啓発ちらし等の配布や防犯講座、パトロール

などを行い、注意を呼びかける。 

 昨年の刑法犯認知件数は 1,055 件で、前年に比べ 2.6％の増加となった。重点犯罪につい

ては、住宅対象侵入盗は 37 件で前年に比べ 20 件増加し、名古屋市内で最も多い被害となっ

た。また、自動車盗は昨年の 26 件から 38 件と増加。特殊詐欺についても 34 件で前年に比

べ 16 件増加し、被害額も大きく増加している。 

 フェイスブックやインスタグラム等のＳＮＳを利用し、最新の犯罪手口をお伝えする。あ

わせて、広報なごやを利用し、より多くの区民に向けて防犯対策の周知を行う。 

 市内ワースト１の住宅対象侵入盗については、人が多く集まる場での啓発活動に力を入れ

る。防犯講話を開催する際には、実際に補助錠を窓に取り付けながら利用方法をお伝えする。 

特殊詐欺については、高齢者が多く利用する施設にて防犯講話を行う。犯罪手口の最新情

報や、対策として有効な留守番電話機能の利用を勧める。 

名東区 

も増加率が高かった。特殊詐欺については、38 件で前年の 81.0％増、自転車盗は 143 件で

前年の 32.4％増となった。 

【対策】 

 自動車盗の対策として、ナンバープレート盗難防止ネジ無料取り付けキャンぺーンを実施

するとともに、ハンドルロックやタイヤロックなどの対策方法について広報なごや、ＳＮＳ

により情報発信する。 

また、自転車盗の防止のため、駅や駐輪場での啓発活動において自転車利用者へワイヤー

錠を配布し、ツーロックの徹底を呼び掛ける。 

特殊詐欺については高齢者が集まる機会を捉えて注意喚起するほか、事業者連携「パート

ナーシップ事業」(注２)に登録した区内金融機関の協力を得て、被害の未然防止に努めてい

く。 

住宅対象侵入盗については、被害が多発している学区を中心に青色回転灯装備車による巡

回を強化し、注意を呼び掛ける。また、名東区防犯協会連合会、名東警察署等が実施してい

る侵入盗対策のための防犯カメラ設置に伴う助成事業にも協力した活動を行う。 

天白区 

【現状】 

昨年の刑法犯認知件数は 772 件で前年に比べ 5.8％の増加となった。重点犯罪については、

住宅対象侵入盗、自動車盗は減少したが、特殊詐欺、自転車盗は増加した。（特殊詐欺 44 件

（前年比＋８件、自転車盗 152 件（前年比＋51 件） 

特に特殊詐欺は、実質被害総額で 2,200 万円以上増加し、件数で市内ワースト３位、被害

額でも市内ワースト４位となった。 

【対策】 

特殊詐欺については、犯人と直接話さないために「常に留守番電話声掛け運動」を実施し、

家族や知人に自宅の電話は常に留守番電話設定をしてもらうように呼びかけてもらう広報

を高齢者への講話や広報なごや区版、巡回広報などにより展開する。 

また、住宅対象侵入盗・自転車盗については、補助錠を配布するキャンペーンを通じて施

錠の徹底などの対策を働きかけるほか、自動車盗については、ナンバープレート盗難防止ネ

ジ取付無料キャンペーンの実施に併せて、ハンドルロックやタイヤロック等のプラスワン対

策を呼びかける。 

さらに被害が多発した地域に対象を絞って、組回覧、街頭キャンペーンを行うなど警察署

と連携した被害防止対策に取り組む。 

青色回転灯装備車による防犯パトロールを実施するとともに、年末には「青色防犯パトロ

ール出発式」を行い、地域や警察との連携を深めるとともに、犯罪の起こらない環境づくり

を呼びかける。 

（注１）尾張旭市を除く。 

（注２）事業者連携「パートナーシップ事業」とは、平成 27 年度から区内の金融機関等に働きかけを



幹 部 会 報 告 事 項 

令和５年４月１０日 

経   済   局 

総   務   局 

事 

項 

「Hatch Technology NAGOYA」課題提示型支援事業にかかる令和５年度 

庁内課題の募集について 

内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

容 

本市では、令和元年度より「Hatch Technology NAGOYA」先進技術社会実証支援事業

において、庁内課題に対して先進技術を活用して解決を図る「課題提示型支援事業」

と本市施設等を社会実証フィールドとして活用する「フィールド活用型支援事業」の

社会実証をそれぞれ実施してまいりました。 

 このたび、令和５年度「課題提示型支援事業」の庁内課題を下記の通り募集します。

今年度もグリーン化及びＤＸに関する課題を社会課題枠として募ることとしています

ので、先進技術を活用して解決したい課題をご提出ください。 

また、昨年度実施した社会実証の報告書が完成しましたので、併せてお知らせしま

す。 
 
 
記 

 
１ 今年度募集する課題 

  区分 件数 実証事業者への支援の上限額 

行政課題 ４件   700千円／件 

社会課題 

一般 

４件 4,000千円／件 グリーン化 

ＤＸ 

※行政課題とは行政における業務改善やサービス向上に関する課題、社会課題とは社会 
が抱える様々な分野における課題のこと。 

※実証にかかる費用のうち、市（経済局）は実証事業者に対して上記の上限額まで負担 
します。 
 
 
 

２ 事業スケジュール（予定） 

４月 庁内課題の募集（～５月９日） 

５月 庁内課題の選定・課題のブラッシュアップ 

６月～７月 企業等の募集・課題説明会の実施 

８月～２月 実証プロジェクトの選定・実施 

３月 成果報告会の実施 
 
 
 
３ 昨年度実施した社会実証の報告書 

  別添のとおり 
 
 



内 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

容 

＜令和４年度課題提示型支援事業実証プロジェクト一覧＞ 
 

 
 

区

分 課題名 実証事業者 
（所在地） 市担当部署 

行

政

課

題 

U30 と行政の距離を縮める広報～新た

なコミュニケーション手法を実証した

い！ 
株式会社スタメン 
（名古屋市中村区） 市長室広報課 

大規模災害時の電話に迅速に対応した

い！自動音声応答システムの構築！ 
株式会社サイバー

エージェント 
（東京都渋谷区） 

スポーツ市民局 
広聴課 

ベテランの技術を継承したい！南部市

場及びと畜場のスマートファクトリー

化 

イクスアール株式

会社 
（名古屋市中村区） 

経済局南部市場 
管理課 

粗大ごみ収集ルートの作成をもっと簡

単に！手書き地図からの脱却！ 
SWAT Mobility 
Japan 株式会社 

（東京都中央区） 
環境局作業課 

社

会

課

題 

堀川に浮かぶごみをなくしたい！川ご

みのメカニズム解明と対策の実証【グ

リーン化】 
株式会社平泉洋行 
（東京都台東区） 

緑政土木局 
河川計画課 

地域活動をアップデート！デジタル技

術を活用し、持続可能な地域コミュニ

ティを実現したい！【ＤＸ】 
株式会社スピード 

（瀬戸市） 
スポーツ市民局 
地域振興課 

「青果物流通の標準化」を見据え、効

率のよい場内物流モデルを作成した

い！ 
佐川急便株式会社 

（京都市） 
経済局本場 
業務課 

待ったなしの部活動改革！子どもたち

の成長と教員負担の軽減を両立した

い！ 

ソフトバンク株式

会社 
（東京都港区） 

教育委員会 
部活動振興室 

備
考 

事業の詳細は、本日付け、企画調整担当課長及び区企画経理室長宛てお知らせします。 

（経済局ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ推進部ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援室 内線 3046） 

（総務局行政 DX 推進部デジタル改革推進課 内線 2267） 

（総務局総合調整部総合調整室 内線 2215） 



























幹部会報告事 項 

令和 5年 4月 10 日 

環 境 局 

事

項 
「名古屋市プラスチック削減指針」の策定について 

内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容 

１ 指針の概要 

 (1) 大量生産・大量消費・大量廃棄型社会から脱却し、「持続可能なプラスチックの

利用」を実現するために、市民・事業者と行政が一体となって取り組んでいくた

めの基本的な考え方をお示しするものです。 

 (2) プラスチック問題に取り組むための考え方 

   プラスチック問題に取り組むための考え方を以下の Action1～4 に大別し、

Action1「減らす」を最優先とし、どうしても必要なプラスチックについては

Action2～4 に取り組む必要があるという優先順位づけをしています。 

Action1 減らす   …プラスチックの使用を減らします 

Action2 大切につかう…プラスチック製品を長く大切に使います 

Action3 循環させる …プラスチックが循環するよう分別し、再生商品を選びます  

Action4 置き換える …プラスチックを紙などの代替素材やバイオマスプラ

スチック等に置き換えます 

 (3) 市施策の方向性 

   市民・事業者と一体となって取り組むために、以下の視点を持って施策を展開

します。 

①持続可能なプラスチック利用につながる効果的な啓発・情報発信を実施します 

②市民・事業者との協働による持続可能なプラスチックの利用を推進します 

③市役所の事業における持続可能なプラスチックの利用を推進します 

 

２ 閲覧・配布場所等 

  名古屋市公式ウェブサイトにて公開しています。 

（https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000162159.html） 

  また、市民情報センターや環境事業所、環境学習センター、生物多様性センター、

環境科学調査センター等において、本編・概要版の閲覧及び配布をしています。 

  なお、令和 5年 1月 30 日（月）から 2月 28 日（火）に実施したパブリックコメ

ントに寄せられた市民意見の内容及び本市の考え方について、令和 5 年 3 月 31 日

（金）から市公式ウェブサイトで公開するとともに、上記場所で配布しています。 

備

考 
本件は、令和 5年 3月 30 日に市政記者クラブへ資料提供済みです。 

  （減量推進室 内線 2398） 

https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000162159.html
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